
 
                                    協議離婚の場合 

 

 

 

 

 

 

下記 A～C のとおり記入する場合は、別紙が不要になりますが、不備がありますと受理できない場

合がありますので、あらかじめご了承ください。  

 

A.父母双方が子の親権を行う場合 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

その他欄及び届出人欄の夫と妻の氏名は

必ず本人が自署してください。 

令和８年４月１日以降に旧様式の離婚届（父母双方が親権を行う子等の欄がない 

離婚届）を使用して未成年(１８歳未満)の子の親権を記入する場合 

 



 
                                    協議離婚の場合 

B.父又は母が子の親権を行う場合(記入例は父の場合) 

 

C.子の親権者を家事審判又は家事調停の申立てをして決める場合 

  
 

 
 

その他欄及び届出人欄の夫と妻の氏名は

必ず本人が自署してください。 

届出人欄の夫と妻の氏名は必ず本人が自署してください。 


